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令和8年度 各種保険令和8年度 各種保険ののお知らせお知らせ

国
民
健
康
保
険

保
険
料
額
の
通
知

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通

知
書
は
、
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」

「
資
格
確
認
書
」
の
送
付

　
マ
イ
ナ
保
険
証
の
保
有
状
況
や
年
齢
な

ど
に
応
じ
、
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

◉
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
が
届
く
方

　
84
歳
以
下
の
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち

の
方 （
８
月
１
日
時
点
の
年
齢
）

※
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
の
み
で

は
受
診
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

◉
「
資
格
確
認
書
」
が
届
く
方

　
85
歳
以
上
の
被
保
険
者
お
よ
び
マ
イ

ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
方 

（
８
月

１
日
時
点
の
年
齢
）

◉
医
療
費
の
一
部
負
担
金
の
割
合

　
医
療
機
関
な
ど
で
資
格
確
認
書
ま
た

は
マ
イ
ナ
保
険
証
を
提
示
す
る
と
、
医

療
費
の
一
部
負
担
金
割
合
（
１
割
～
３

割
）
で
治
療
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
８
月

以
降
の
負
担
割
合
は
、
同
一
世
帯
内
の

被
保
険
者
の
令
和
７
年
中
の
住
民
税
課

税
所
得
額
お
よ
び
収
入
額
を
も
と
に
計

算
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
世
帯
状
況
の
異

動
や
所
得
の
更
正
に
よ
り
、
随
時
変
更

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

自
己
負
担
限
度
額
区
分
・
特
定

疾
病
区
分
の
適
用
を
受
け
る
場
合

　
マ
イ
ナ
保
険
証
か
自
己
負
担
限
度
額

区
分
・
特
定
疾
病
区
分
を
併
記
し
た
資

格
確
認
書
の
提
示
で
、
医
療
機
関
ご
と

に
１
カ
月
間
の
窓
口
で
の
支
払
い
が
、

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す

（
柔
道
整
復
な
ど
の
施
術
は
除
く
）。

　
現
在
、
区
分
を
併
記
し
た
資
格
確
認

書
を
お
持
ち
の
方
で
、
８
月
１
日
以
降

も
資
格
確
認
書
を
使
用
す
る
方
に
は
、

７
月
下
旬
に
新
し
い
区
分
を
併
記
し
た

資
格
確
認
書
を
送
付
し
ま
す
。
区
分
を

併
記
し
た
資
格
確
認
書
の
交
付
を
希
望

さ
れ
る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先 

兵
庫
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
事
務
局
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
８・３
２
６・２
０
２
１

国
保
医
療
課
☎
㊷
８
７
９
６

資格確認書
（はがきサイズ）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」

「
資
格
確
認
書
」
の
送
付

　
マ
イ
ナ
保
険
証
の
保
有
状
況
や
年
齢
な

ど
に
応
じ
、
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

※
７
月
末
ま
で
に
届
か
な
い
場
合
は
、
国

保
医
療
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◉
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
が
届
く
方

　
70
歳
～
74
歳
の
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持

ち
の
方 （
８
月
１
日
時
点
の
年
齢
）

※
所
得
状
況
に
応
じ
て
、
医
療
費
の
「
負

担
割
合
」
が
変
更
に
な
る
可
能
性
が
あ
る

た
め
送
付
し
ま
す
。

使
い
方

・�

マ
イ
ナ
保
険
証
が
利
用
で
き
な
い
医
療

機
関
で
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
と
一
緒
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い 

。  

・�「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
の
み
で
は
受

診
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◉
「
資
格
確
認
書
」
が
届
く
方

　
７
月
31
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
る
「
資

格
確
認
書
」
を
お
持
ち
で
、
か
つ
マ
イ
ナ

保
険
証
が
な
い
方
や
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の

利
用
が
困
難
な
方   

使
い
方 

医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
す
る

こ
と
で
、
一
定
の
自
己
負
担
額
で
受
診
で

き
ま
す 

。

◉
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
が
困
難
な
方

　
次
の
方
は
、「
資
格
確
認
書
」
の
発
行

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方

・
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

・
成
年
後
見
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
方

・
そ
の
他
個
別
の
事
情
が
あ
る
方

留
意
事
項
「
マ
イ
ナ
保
険
証
を
保
有
し
て

い
る
が
、
念
の
た
め
資
格
確
認
書
を
持
っ

て
お
き
た
い
」
と
い
う
理
由
で
は
交
付
で

き
ま
せ
ん
。

限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新

　
８
月
１
日
以
降
、
現
在
お
使
い
の
限
度

額
適
用
認
定
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
マ

イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方
は
原
則
申
請

不
要
で
す
。
そ
れ
以
外
の
方
は
申
請
が
必

要
で
す
。

※
住
民
税
非
課
税
世
帯
（
70
歳
未
満
）
お

よ
び
低
所
得
者
Ⅱ
の
方
が
90
日
を
超
え
る

入
院
を
し
た
場
合
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の

有
無
に
関
わ
ら
ず
別
途
申
請
が
必
要
で
す
。

問
合
先 

国
保
医
療
課
☎
㊷
８
７
２
１

資格情報のお知らせ
（A4 サイズ）

資格確認書
（保険証サイズ）

◉
口
座
振
替
の
手
続
き

手
続
場
所 

①
国
保
医
療
課
・
税
務
課
・
収
納
課
窓
口

　
（
持
ち
物
）
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

②
金
融
機
関
窓
口
（
持
ち
物
）
通
帳
使
用
印

振
替
口
座 

市
内
に
支
店
の
あ
る
銀
行（
但

馬
銀
行
は
提
携
な
し
）
ま
た
は
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
・
Ｊ
Ａ
兵
庫
み
ら
い
の
口
座

※
一
部
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
（
ク
レ
ジ
ッ

ト
機
能
の
み
の
カ
ー
ド
な
ど
）
は
取
扱
い

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
手

続
き
に
１
カ
月
程
度
か
か
る
た
め
、
お
早

め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◉
保
険
税
の
減
免

　
所
得
の
著
し
い
減
少
、
疾
病
、
災
害
な

ど
に
よ
り
納
税
が
困
難
な
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問
合
先 

税
務
課
☎
㊷
８
７
１
２

納
税
通
知
書
・
納
期

◉
納
税
通
知
書
の
送
付

　
納
税
義
務
者
（
世
帯
主
）
に
７
月
下
旬

に
送
付
し
ま
す
。

◉
保
険
税
の
納
期

　
普
通
徴
収
（
納
付
書
、
口
座
振
替
で
納
め

る
方
）
の
納
期
は
９
回
で
す
。
安
心
で
便
利

な
口
座
振
替
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の
方
は
、

偶
数
月
に
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

1 期 7/31

2 期 8/31

3 期 9/30

4 期 11/2

5 期 11/30

6 期 12/25

7 期 2/1

8 期 3/1

9 期 3/31

病気の早期発見 ･ 予防のため、病気の早期発見 ･ 予防のため、
年に一回、特定健診やがん検診年に一回、特定健診やがん検診
を受けましょうを受けましょう

　町ぐるみ健診や市内の指定医療機
関で受けられます。なお、20 歳以上
の方（40 歳以上社会保
険加入者を除く）は、町
ぐるみ健診や医療機関で
の基本健診は無料です。
　詳細は「健幸ガイド
ブック」または市ホーム
ページをご覧ください。

かかりつけ医に相談の上、かかりつけ医に相談の上、
ジェネリック医薬品のジェネリック医薬品の
利用をご検討ください利用をご検討ください

医療機関や薬局に行く際医療機関や薬局に行く際
はお薬手帳をお忘れなくはお薬手帳をお忘れなく

��診療時間内受診に診療時間内受診に
ご協力くださいご協力ください

元気な今こそ受けよう！健診元気な今こそ受けよう！健診

医療機関からのお知らせ医療機関からのお知らせ

資格情報のお知らせ
（A4 サイズ）

介
護
保
険
料

　
令
和
８
年
度
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
支

給
額
改
定
に
伴
い
、
第
１
、
第
２
、
第

４
、
第
５
段
階
に
お
け
る
基
準
所
得
金
額

が
80
・
９
万
円
か
ら
82
・
65
万
円
に
見
直

さ
れ
ま
す
。

保
険
料
基
準
額 

６
５
０
０
円
（
月
額
）
×

12
カ
月
＝
７
万
８
千
円
（
年
間
）

保
険
料
額
の
通
知 

７
月
中
旬
に
決
定
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
第
１
～
３
段
階
の
保
険
料
は
、
公
費
に

よ
り
負
担
が
軽
減
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
同
封
の
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◉
税
制
改
正
に
よ
る
特
例
措
置

　
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
給
与
所

得
控
除
の
最
低
保
障
額
が
55
万
円
か
ら

65
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
影
響
を
避
け

る
た
め
、
介
護
保
険
料
算
定
時
に
は
税
制

改
正
前
の
給
与
所
得
控
除
額
を
適
用
し
ま

す
。
こ
の
た
め
、
市
民
税
は
非
課
税
で
も
、

介
護
保
険
料
の
算
定
で
は
課
税
と
み
な
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象 

次
の
要
件
を
満
た
す
方

・�

令
和
８
年
１
月
１
日
お
よ
び
４
月
１
日

時
点
で
加
西
市
に
住
民
登
録
が
あ
る

・�

令
和
７
年
中
の
給
与
収
入
が
55
万
千
円

以
上
１
９
０
万
円
未
満

※
対
象
外
の
方
は
影
響
を
受
け
ま
せ
ん
。

問
合
先  

長
寿
介
護
課
☎
㊷
８
７
８
８

65 歳以上の方の介護保険料（令和 8 年度）
所得段階 対象となる方 年額

1 ・生活保護受給者　　　・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
・�世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入＋ 合計所得金額が 82.65 万円以下の方 22,230 円

2 世帯全員が
市民税非課税

課税年金収入＋合計所得金額が 82.65 万円を超え、120 万円以下の方 37,830 円
3 課税年金収入＋合計所得金額が 120 万円を超える方 53,430 円
4 本人は市民税非課税で、

本人以外の世帯の
誰かが市民税課税

課税年金収入＋合計所得金額が 82.65 万円以下の方 70,200 円
5 課税年金収入＋合計所得金額が 82.65 万円を超える方 78,000 円
6

本人が市民税課税

合計所得金額が 120 万円未満の方 93,600 円
7 合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満の方 101,400 円
8 合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満の方 117,000 円
9 合計所得金額が 320 万円以上 420 万円未満の方 132,600 円
10 合計所得金額が 420 万円以上 520 万円未満の方 148,200 円
11 合計所得金額が 520 万円以上 620 万円未満の方 163,800 円
12 合計所得金額が 620 万円以上 720 万円未満の方 179,400 円
13 合計所得金額が 720 万円以上の方 187,200 円
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